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表紙の説明

2024 年市制施行100 周年記念ロゴマーク＆キャッチフレーズ

2024（令和６）年の郡山市制施行100周年を記念して作成したロゴマー
クと、キャッチフレーズです。
ロゴマークの、100周年の「00」を「∞(無限大)」にしたデザインは、こ
れからも郡山市が無限大に発展し続けて欲しい想いを、また、キャチ
フレーズは、若者を含む市民が、未来の扉を開いていくともに、郡山の
発展の礎である「開拓者精神」を未来へ受け継いでいく姿を、それぞ
れ表現しています。

鯉に恋する郡山プロジェクト公式キャラクター「どっ鯉ズ」

「もっと郡山の鯉を知ってほしい」「鯉のおいしさを広めたい」
そんなみんなの想いを伝えるために誕生しました。
郡山愛をたっぷり詰め込んだ「どっ鯉ソング」を歌います。



郡山市の税体系

普通税…

目的税…

市

税

　

1

納められた税金の使いみちが特定されずどのような仕事の費用にもあてることができる税金をいいます。

納められた税金の使いみちが特定されている税金をいいます。たとえば、入湯税は観光、消防などのた
め、事業所税は都市環境の整備のために使われます。

※市税の収納については、収納課（TEL024-924-2101）が担当しています。ただし、国民健康保険
税の収納については、国保税収納課（TEL024-924-2121）が担当しています。

個人の前年の所得に課す税（均等割、所得割）
市 民 税 個人市民税 （2ページ）

法人の所得に法人税を基礎として課す税
（均等割、法人税割）

法人市民税 （25ページ）

普

通

税

目

的

税

（27ページ）固 定 資 産 税
土地、家屋、償却資産に対して課す税

（47ページ）軽 自 動 車 税
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、
二輪の小型自動車等に課す税

（55ページ）市 た ば こ 税
たばこ製造者、輸入業者、卸売販売業者が市内のたばこ
小売販売業者に売り渡した、たばこに課す税

特別土地保有税
一定面積以上の土地を保有している場合や、取得した
場合に課す税（平成15年度以降、当分の間課税停止）

（46ページ）

入　　湯　　税
鉱泉浴場に入湯した入湯客に課す税
（57ページ）

事　業　所　税
事務所・事業所の事業活動に対して課す税
（56ページ）

都 市 計 画 税
市街化区域内の土地、家屋に対して課す税
（46ページ）

国民健康保険税
国民健康保険に加入している方（世帯）に課す税
（所得割、均等割、平等割）

（58ページ）


